
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂（案）に

関する御意見募集の結果について 

 

  令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日 

厚生労働省医政局医事課 

 

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂（案）について、令和

８年１月 27 日から令和８年２月 27 日まで御意見を募集したところ、14 件の御

意見をいただきました。お寄せいただいた御意見とそれに対する考え方を次の

とおり御報告いたします。 

皆様方の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推

進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

No. 御意見 御意見に対する考え方 

１ （確認１） 
「（２）適切なオンライ

ン診療の普及に向けた
対応 対面診療への移
行体制の整備」につい
て、オンライン診療を
実施した医師が、患者
の所在する地域の医療
機関への連携の具体例
として「患者の所在地

に応じた地域の医療機
関との間で、対面診療
への移行に関して連携
体制を整備すること」
とあるが、これは当該
患者のかかりつけ医又
は当該患者が頻繁に利
用する医療機関（以下
「かかりつけ医等」）を
事前に把握し、かかり
つけ医等の連絡先の確
認や関係構築までを求
められるものか。患者

自身がかかりつけ医が
いない、また、オンラ
イン診療を実施した診
療科が地域にないなど
の場合、連携体制の構
築が困難な例も考えら
れることから、考えを

（確認１について） 
本指針「Ⅴ１．（２）②ⅳ」に

おいて従前示しているとお
り、「かかりつけの医師」以外
の医師が診療前相談を行った
上で初診からのオンライン診
療を行う場合には、オンライ
ン診療の実施後、対面診療に
つなげられるようにしておく
ことが、安全性が担保された

オンライン診療が実施できる
体制として求められておりま
す。ご指摘の記載はその具体
例を示すものであり、それぞ
れの患者の状況や地域におけ
る医療提供体制等も踏まえて
対応いただくものと考えてお
ります。 
 
（確認２について） 
オンライン診療の継続又はそ
の見込みの有無の判断は、診
療を行った医師が、医学的見

地から判断するものです。 
また、診療継続の見込みのな
い場合において、診療計画の
作成及び保存は必須ではあり
ません。 



示していただきたい。 
 
（確認２） 
「初診における診療計
画の扱い」について、
「初診からのオンライ
ン診療を行った後、オ
ンラインでの診療継続
またはその見込みがあ
る場合、可及的速やか
に診療計画を定め、保

存することを追記す
る。」とあるところ、オ
ンライン診療の継続性
や見込みの判断は、オ

ンライン診療を実施し
た医師の主観で良いの
か。また、オンライン
での診療継続の見込み
がないと判断された場
合は、診療計画の作成
とその保存（診療から 2
年間）は不要になるの
か。 

２ 【意見内容】オンライ
ン診療後、対面診療が
必要となった場合の

「移行体制の整備」に
ついて実効性を強く求
めます。指針案では、
地域の医療機関との連
携体制を整備し、患者
を確実に繋ぐよう求め
ていますが、これが単
なる「形式的な提携」
や「電話番号の案内」

だけで終わることを懸
念します。 
 
オンラインで対面受診
が必要と判断された患
者が、スムーズに地元
の病院を受診できるよ

安全性が担保されたオンライ
ン診療を実施することは、本
指針の主な目的の一つであ

り、重要であると考えられる
ことから、今般、具体的な方
法を例示する等の見直しを行
ったところです。一方、その
体制整備の方法や程度は、状
況や地域等により様々である
と考えられ、それぞれの状況
や地域における医療提供体制
等も踏まえる必要がありま

す。ご指摘は今後の施策の参
考とさせていただきます。 



う、紹介状（診療情報
提供書）をデジタルデ
ータで即座に連携する
仕組みや、予約まで代
行するサポート体制な
ど、より踏み込んだ対
応を「推奨」ではなく
「要件」として盛り込
んでください。 体調の
悪い患者が、オンライ
ン診療後に自分で病院

を探し直しとなるよう
な「丸投げ」を防ぎ、
確実に医療にアクセス
できるセーフティネッ

トの構築をお願いしま
す。 

３ １該当箇所：改定案全
体 
意見：この度の環境の
変化への対応等の観点
から、オンライン診療
の適切な実施に関する
指針について必要な見

直しを行う点を評価い
たします。 
理由：指針、冒頭にも

あるように適切なオン
ライン診療の普及を推
進するためには必要で
重要なことと考えま
す。 
 
2該当箇所：改定案２．
改訂の内容（１）医療
法改正への対応。（指針

Ⅲ.１、２） 
     （２）適切
なオンライン診療の普
及に向けた対応 、② 
初診における診療計画
の扱い（指針Ⅴ.１
（３）②ⅱ）、③ チェ

広報事業を通じて適切なオン
ライン診療がどのようなもの
かという点や、受診にあたっ
ての注意点などに関する周知
を実施しております。 
 
また、処方に関しては、本指

針「Ⅴ １．（５）」において、
医師の判断のもと、適切な用
量・日数を処方し、過量処方

とならないようお示ししてい
るところです。また、そのう
えで特に重篤な副作用が発現
するおそれのある医薬品の処
方については慎重に行うこと
を求めているところであり、
これらによって適切な処方が
なされるようリスク管理を図
っております。ご指摘は今後

の施策の参考とさせていただ
きます。 



ックリストの活用（指
針Ⅴ.２（１）②ⅵ） 
 意見：改定案に賛同
いたします。 
 理由：「診療前相談」
がオンライン診療の前
段階として明確に位置
づけられることで、セ
カンドオピニオンをオ
ンラインで受けたい患
者に対しても門戸を広

げることができます。 
また、この「診療前相
談」を通じて、患者が
自分に合った医師を選

択することも可能とな
ります。さらに、診療
前相談を経て診察へと
進み、診療計画が速や
かに実行されれば、 
オンライン診療を受け
た患者とクリニックと
の間に、より強固な信
頼関係が築かれていく

と考えます。 また、医
療機関のホームページ
に当該「チェックリス
ト」を公表すること
も、医療機関選びの選
択⽅法となり、適切な
オンライン診療を実施
する医療機関を増やす
ことにつながると考え
ます。 
 
3該当箇所：現行指針

P11，Ⅴ指針の具体的適
用 1.オンライン診療の
提供に関する事項 
      （1）医師
－患者関係／患者合意

②最低限遵守する事項 
意見：以下の項目を追



加してください。「皮膚
切開、異物挿入、注入
等の侵襲的な医行為を
伴う自由診療について
は、対面での直接の診
察（触診・視診等）を
経ることなく、 
オンライン診療のみに
よって当該医行為に係
る契約を締結させては
ならない。」また、これ

を「不適切な例」とし
て明記してください。 
理由：消費生活相談窓
口に、オンライン診療

のみで 100万円超の糸
リフト手術の契約に至
ったという相談が寄せ
られています。 
触診を欠いたオンライ
ンのみの診断に基づ
き、高額な手術内容を
確定・契約させること
は、医療安全の観点か

ら著しく不適切であ
り、術後の合併症リス
クを看過する極めて危
険な行為だと考えま
す。 
 
4該当箇所：現行指針
P11，Ⅴ指針の具体的適
用 1.オンライン診療の
提供に関する事項 
      （1）医師
－患者関係／患者合意

②最低限遵守する事項 
意見：以下の項目を追
加してください。「高額
な自由診療をオンライ
ン診療に基づき提案す

る場合、説明から契約
締結までに、患者が内



容を再考するための十
分な検討期間を設けな
ければならない。 
即時契約を条件とした
割引等の利益誘導、及
び意思決定を急がせる
行為を禁止する。」ま
た、これを「不適切な
例」として明記してく
ださい。 
理由：「無料カウンセリ

ング」と称したオンラ
インでのやりとりの中
で、その場で高額な診
療計画への同意や契約

を迫る事案が確認され
ています。 
患者が自宅等の閉鎖的
環境で、「今決めれば安
くなる」等の勧誘を受
けた場合、冷静な判断
が困難になります。診
療計画への「合意」が
形式的なものとならな

いよう、十分な検討機
会の確保を明記すべき
です。 
 
5該当箇所：現行指針
P11，Ⅴ指針の具体的適
用 1.オンライン診療の
提供に関する事項 
      （1）医師
－患者関係／患者合意
②最低限遵守する事項 
意見：以下の項目を追

加してください。「対面
診察や施術準備が実質
的に開始される前の段
階で、患者の解約の申
し出に対し、解除の事

由や時期を問わず一律
に高額なキャンセル料



を請求するなど、 
解約を過度に抑止する
運用を行うことを禁止
する。あわせて、解約
条件及び費用の算定根
拠について、患者の合
意に先立ち、分かりや
すく明示・説明するこ
と。」 
理由：オンラインで契
約を締結した後、対面

診察すら受けていない
段階での解約申し出に
対し、数十万円規模の
高額な解約料を請求す

る事案が発生していま
す。 
解約の申し出に高額請
求が付随することで、
患者の合理的な意思決
定が阻害されるおそれ
があります。解約条件
の透明化と、不当に高
額な請求による解約抑

止の防止を明確に位置
付けることが必要で
す。 
 
6該当箇所：現行指針
P11，Ⅴ指針の具体的適
用 1.オンライン診療の
提供に関する事項 
（2） 適用対象 
 意見：初診からのオ
ンライン診療について
は、かかりつけ医が対

面で行うことが原則と
されています。ネット
検索で見つけたクリニ
ックにおけるトラブル
を抑止するためにも、 

医師が自院で実施する
オンライン診療ではな



く、オンラインクリニ
ック運営サイトを介し
たオンライン診療に関
して、トラブルを軽減
できるような指針の改
訂を望みます。 
理由：オンライン診療
サイトで、医師の診断
を受け、治療薬を処⽅
されたが、1年間の薬剤
契約になっていた。薬

剤の契約は運営サイト
事業者で、発送はクリ
ニックであった。 
解約先や解約方法、サ

イトとクリニックの関
係が患者にはわかりづ
らく、トラブルの原因
となっています。 
 
7該当箇所：現行指針
P18，Ⅴ指針の具体的適
用 1.オンライン診療の
提供に関する事項（5） 

薬剤処方・管理 （5） 
薬剤処方・管理 
意見：オンライン診療
の利便性を損なうこと
なく、過量処方・不適
切処方・患者の 認識
不足によるトラブルを
防ぐため、長期処方の
基準の明確化、患者の
明示的同意の義務化、 
不適切処方の禁止な
ど、実効性のある具体

的ルールを指針に明記
していただきたい。 
理由：オンライン診療
の普及に伴い、患者の
利便性が向上する一方

で、医薬品の過量処方
や、患者が処方内容を



十分に理解しないまま
長期間の処方が継続さ
れる事例が増加してい
ます。 
特に、ダイエット目的
で糖尿病治療薬が１年
分処方されるなど、指
針が想定していない不
適切な運用が散見さ
れ、健康不安や支払い
トラブルも発生してい

ます。  
これらの事例は、現行
指針の「８日以上の処
方は慎重に行う」「服薬

状況の把握に努める」
という規定だけでは十
分に抑止できないと考
えます。 
 
以上 
 

４ 現在医療機関で治験コ
ーディネーターをして

おります。 
【１】質問 
「オンライン診療の適

切な実施に関する指
針」の改訂（案）は治
験や臨床研究も対象に
なると考えてよろしい
でしょうか。 
 
【２】理由 
（１）現指針に記載の
ある厚労省の指定研修

の受講を必要としてい
ない治験依頼者があ
る。以下（2）の記載か
ら、「治験は現行指針の
対象として想定されて
いない」との認識を持
つ治験依頼者もいる。 

前提として、研究を主目的と
して行う診療は不適切であ

り、通常の臨床研究・治験と
同様、オンライン診療を併用
する研究・治験等の実施前に

当該研究・治験等について患
者から同意を得るなどの必要
な手続きを経ているものであ
れば、当該研究・治験等を妨
げるものではありません。 
 



 
（２）令和 6年 7月 1
日付け厚生労働省医薬
局医薬品審査管理課事
務連絡「医薬品の臨床
試験の実施の基準に関
する省令の質疑応答集
（Q&A）について」に以
下の記載がある。 
Q23 
「オンライン診療の適

切な実施に関する指
針」（平成 30年 3月
（令和 5年 3月一部改
訂）厚生労働省）にお

いて、「治験や臨床試験
等を経ていない安全性
の確立されていない医
療を提供するべきでな
い」とあるが、治験を
オンラインでの診療で
行ってはならないの
か。 
A23 

治験は当該指針の対象
として想定されておら
ず、治験実施計画書に
あらかじめ規定してい
る場合は、オンライン
による診療や服薬指導
を実施して差し支えな
い。ただし、治験実施
計画書を作成する際、
一般にオンラインでは
対面に比べて得られる
患者の心身の状態に関

する情報が限定される
こと等に留意し、慎重
に判断すること。治験
実施計画書においてオ
ンラインの実施が許容

されている場合であっ
ても、被験者の状態等



を考慮の上、被験者保
護の観点から、治験責
任医師等がオンライン
の実施の可否を判断す
ること。 

５ 改訂案に強く反対しま
す。オンライン診療の
拡大は便利ですが、マ
イナンバーカード・ネ
ット環境がない高齢
者・低所得層が置き去

りにされるリスクがあ
ります。 
 
オンライン診療を推進
するのは理解します
が、マイナンバーカー
ド未取得者（高齢者・
低所得層の約 20%、総務
省 2025年データ）が受
診から排除される可能
性があります。ネット
環境やカード取得がで
きない人は置き去りに

され、医療アクセスが
悪化します。データ紐
付けの過多は監視社会

を助長し、プライバシ
ー侵害の危険を増大さ
せます。 
不正防止のための厳格
化はイタチごっこで、
新たな偽造手口が出て
くるだけです。対策強
化ごとにコストと負担
が国民に転嫁され、格

差が広がります。改訂
するなら、マイナンバ
ーカード必須化を避
け、紙・対面・電話診
療の代替手段を完全に
保証してください。す
べての国民が安心して

改訂案においては、患者の本
人確認のための確認書類の例
として、マイナンバーカー
ド、医療保険者の発行する資
格確認書、運転免許証、パス
ポート等を挙げていますが、

オンライン診療を受診するに
当たり、マイナンバーカード
の利用は必須ではありませ
ん。 
また、オンライン診療は、患
者が看護師等といる場合（D 
to P with N）に看護師等が用
意した端末で受診することが
可能であるほか、端末が用意
されている施設でオンライン
診療を受診することも可能で
あり、患者本人のインターネ
ット環境がない場合にも利用

いただくことは可能です。 



医療を受けられる仕組
みにすべきです。 
医療は生活必需品で
す。金儲け優先ではな
く、公共性を最優先に
してください。改訂案
の見直しを強く求めま
す。 
 

６ 
 

現在、「オンライン診療
の適切な実施に関する

指針」に関する Q&Aの
Q19で初診がオンライン
診療の場合、オンライ
ン診療による再診では
麻薬及び向精神薬の処
方は禁止されていま
す。 
今回の診療報酬改定で
オンライン診療で向精
神薬を処方する場合、
電子処方箋システムを
活用して重複チェック
等を行うことが求めら

れています。そのた
め、初診がオンライン
診療であっても電子処

方箋システムを活用し
て重複チェックを行う
ことで、再診時に麻薬
及び向精神薬を処方で
きるということでよろ
しいでしょうか。 
また今回の改定を受け
ても対面診療を必須と
する場合、この点を指

針に明記する必要があ
ると考えます。 

電子処方箋システムを活用し
て重複チェック等を行った場

合であっても、初診をオンラ
イン診療により実施し、２度
目以降の診療もオンライン診
療で実施した患者に対して
は、初診と同等に扱うことが
妥当です。 
引き続き分かりやすい周知に
努めてまいります。 
 

７ オンライン診療の適切
な実施に関する指針に
ついて、オンライン診
療の適切な実施に関す
る指針では、「基礎疾患

本指針「Ⅴ１．（５）」の内容
については、改訂を予定して
いません。 
なお、医療部会の資料におけ
る記載についても、あくまで



等の情報が把握できて
いない患者に対する８
日分以上の処方」を初
診の場合には行わない
こととされています。 
しかし、社会保障審議
会医療部会の 1月 26日
の「資料 1オンライン
診療について」11頁に
「初診の場合は、1.麻
薬・向精神薬の処方、

2.基礎疾患等を把握で
きない患者に対する特
に安全管理が必要な薬
品の処方、3.当該患者

に対する８日分以上の
処方を行わない」と書
かれています。この記
載が、患者全体に対し
て 8日分以上の処方を
行わないという意味で
あれば、これは規制強
化にあたると考えられ
ますので、パブリック

コメントを実施し直す
必要があると考えま
す。 
 

「基礎疾患等を把握できない
患者に対する８日分以上の処
方を行わない」ことを意味し
ています。 

８ 「患者の所在地に応じ
た地域の医療機関との
間で、対面診療への移
行に関して連携体制を
整備すること」とある
が、連携体制とは、了
承を得た旨の文書等の
取り交わしが必要か？ 

案内する医療機関の一
覧があればよいのか？ 

オンライン診療が適切に実施
されるために必要な体制整備
の方法や程度は、状況や地域
等により様々であると考えら
れ、それぞれの状況や地域に
おける医療提供体制等も踏ま
え、対面診療への移行に関す
る体制を判断いただくものと

考えています。 

９ オンライン診療におい
て、必要時に対面診療
へ移行できる体制の整
備を求める方向性には
賛成します。しかしな

オンライン診療が適切に実施
されるために必要な体制整備
の方法や程度は、状況や地域
等により様々であると考えら
れ、それぞれの状況や地域に



がら、指針上で「対面
へ移行できる体制を確
保する」旨を求めるの
みでは、地域の医療提
供体制や救急受入状況
が逼迫している場面に
おいて、オンライン診
療を実施する医療機関
単独の努力では実効性
が担保されにくく、結
果として現場の負担感

や萎縮を招くおそれが
あります。とりわけ休
日夜間等では、受入医
療機関の空床状況、搬

送可否、当番体制の変
動等により、固定的な
紹介先の設定や「確実
な」移行が困難な地域
も少なくありません。
このため、指針には、
医療機関に抽象的な義
務を課すだけでなく、
自治体、医師会、救急

医療機関、救急隊等の
関係者が関与して、平
時から連携体制を具体
的に整備することを強
く促す記載を明確に位
置づけることが必要と
考えます。 

おける医療提供体制等も踏ま
え、対面診療への移行に関す
る体制を判断いただくものと
考えていますが、ご指摘は今
後の施策の参考とさせていた
だきます。 

10 【該当箇所】 
２．改訂の内容 （２）
適切なオンライン診療
の普及に向けた対応 
「対面診療への移行体

制の整備」、および 「D 
to P with Nにおいて実
施可能な診療の補助行
為」について 
 
【意見の概要】 
コメディカルスタッフ

一次データの活用、コメディ
カル主体による対面診療への
移行体制の構築に関しては、
ご指摘のようなご意見も踏ま
え、今後の施策の参考とさせ

ていただきます。 



を活用したオンライン
診療の促進に全面的に
賛同します。その上
で、一次データ（PHR
等）を活用した看護師
等による主体的なクリ
ニカルパスの進行と、
医師の確認を前提とし
たコメディカルによる
連携体制（対面診療へ
の移行等）の構築・運

用を推進する旨の記載
を要望します。 
 
【意見の理由・詳細】 

今般の指針改訂におい
て、D to P with Nにお
ける診療の補助行為が
明確化されたこと（診
療計画等があれば予測
された範囲内で補助行
為が可能であること
等 ）は、在宅医療等に
おける機動力向上にお

いて大変有意義である
と評価しております。 
 
これをさらに実効性の
あるものとするため、
以下の 2点を要望いた
します。 
 
1. 一次データを活用し
たコメディカルによる
主体的なクリニカルパ
スの進行 

患者の PHR（パーソナル
ヘルスレコード）や健
康診断情報などの「一
次データ」が事前に適
切に収集・共有されて

いる環境下において
は、医師の包括的な指



示のもと、看護師をは
じめとするコメディカ
ルが主体となってクリ
ニカルパス（診療計
画）を進行できる仕組
みの推奨を指針に盛り
込むべきと考えます。
客観的データに基づく
コメディカルの自律的
な判断と行動を促すこ
とは、医師の負担軽減

だけでなく、患者への
迅速なケア提供に直結
します。 
 

2. コメディカル主体に
よる対面診療への移行
連携体制の構築 
改訂案では、オンライ
ン診療後、医師が対面
受診を要すると判断し
た場合、対面受診可能
な医療機関への連絡や
診療情報の提供等を行

い、患者を確実に対面
診療へつなぐこと 、ま
た緊急時の相談体制に
ついての案内等を行う
こと  が示されていま
す。 
この連携体制の運用に
おいて、「医師による判
断・確認」を前提とし
た上で、その後の具体
的な医療機関への連
絡、情報共有、患者へ

の案内等の実務につい
ては、コメディカルス
タッフが主体となって
進められる体制を構
築・容認する旨を追

記・明文化していただ
きたいです。 



 
一次データを活用した
オンライン診療の安全
かつ適切な普及には、
医師に業務が集中する
構造を脱却し、コメデ
ィカルの専門性を最大
限に活かしたチーム医
療としての柔軟なタス
クシフトが必要不可欠
です。本指針がその強

力な後押しとなること
を期待します。 

11 PMHなどの準備もできて
おりませんし、難病を
もたれている方がオン
ライン診療で良いのか
もございます。 
現状女性がピルのため
のオンライン診療など
をネットなどで目にし
ております。 
マイナ保険証で確認が
マイナポータル経由で

できないといけないと
おもいますので、クラ
イアント（患者、国民

側）と経由の回線やプ
ロバイダまたサーバー
のセキュリティ含めて
日々更新されておりま
すの機密性・完全性・
可用性を大優先に対応
されるべきと考えま
す。 

ご指摘を踏まえ、適切なオン
ライン診療の推進のため、今
後の施策の参考とさせていた
だきます。 

12 コロナ禍を契機とし

て、オンライン診療サ
ービスが雨後の筍のよ
うに沢山登場した。本
来、オンライン診療に
おいては、ビデオ通話
等を用い、医師が顔出
しをしたうえで患者の

これまで、オンライン診療は

本指針等の通知によって解
釈・運用が図られていました
が、令和８年４月に施行され
る医療法等の一部を改正する
法律において、オンライン診
療の定義を法律上に規定し、
本指針の内容も含めてオンラ



本人確認を行い、適切
な診察を実施し、必要
に応じて処方を行うこ
とが前提とされてい
る。しかし近年、ダイ
エット薬や性病治療薬
といった、いわゆる
「コンプレックス商
材」などにおいて、顔
出しをしたくない患者
のニーズと、オンライ

ン診療を通じて収益を
上げたい一部の悪質な
事業者の思惑が一致
し、トーク（チャッ

ト）や音声通話のみで
診療を完結させ、ダイ
エット薬や性病治療薬
といった、いわゆる
「コンプレックス商
材」の領域へ進出する
ケースが散見される。
トークや電話のみで
は、患者の本人確認が

十分に行えないだけで
なく、診察を行ってい
るとされるトークや電
話の相手が本当に医師
であるかどうかの確認
も困難である。こうし
た悪質なサービスが急
激に業績を伸ばし、本
来あるべき形のオンラ
イン診療サービスが集
客に苦しむという、悪
貨は良貨を駆逐する状

況に陥っている。とり
わけ、糖尿病治療薬で
あるマンジャロがダイ
エット目的で処方さ
れ、本来必要とする人

に薬の供給が追いつか
なくなる状況も生じて

イン診療を行う「基準」を創
設し、その遵守を医療機関に
義務づけるといった内容を盛
り込んでおります。医療法
上、法令違反が疑われる場合
には、都道府県知事等は立入
検査等を行うことができ、必
要に応じて、改善措置命令等
を行うことができることとさ
れております。その上で、虚
偽の報告をした場合等につい

ては、罰則の適用対象となり
ます。こうした措置も含め、
適切なオンライン診療の履行
確保に努めてまいります。 



いる。 
 
自治体の保健所など

に情報を提供していま
すが、未だに改善され
ません。適正な制度運
営のため厚生労働省が
何とかしてください！ 

3 オンライン診療制度の
利便性を強調する一方
で、悪意ある事業者の

出現を十分に織り込ん
でいない点に強い懸念
を抱く。現場の保健所
では、 
ピル、GLP-1等、初回診
察のみ形式的に実施
し、以後はサブスク方
式で薬剤を自動送付す
る実態、プラットフォ
ーム企業による囲い込
み・誘導、検査・評価
を行わないままの継続
処方、医薬品を「定期

便」「会員割」「セット
販売」として扱う物販
化など、既に多数の問

題事例を確認してい
る。これらは医療安全
と患者の適切な受診行
動を著しく損なうもの
である。 
よって、オンライン診
療の制度は「善意の医
療機関」を前提とする
だけではなく、最悪事

例でも患者を守れる構
造とするため、以下の
点を省令・告示・通
知・Q&A等で明確に規定
されたい。 
 
サブスクリプション型

・「サブスクリプション型処方
の原則禁止」、「検査・評価を
伴わない継続処方の禁止」、

「会員割引・定期便・セット
販売等の販促スキームの禁
止」についてですが、オンラ
イン診療に限らず、診察を伴
わない処方に関しては、無診
察診療等の禁止を示した医師
法 20条に抵触する可能性があ
ります。 
・GLP-1 等高リスク薬剤につい
ての安全管理義務の明文化
（検査・指標管理等）に関し
ては、本指針「Ⅴ１.（５）
②」において、「重篤な副作用

が発現するおそれのある医薬
品の処方は特に慎重に行うと
ともに、処方後の患者の服薬

状況の把握に努めるなど、そ
のリスク管理に最大限努めな
ければならない。」とお示しし
ています。また、令和８年４
月に施行される医療法等の一
部を改正する法律（以降、改
正医療法）において、オンラ
イン診療の定義を法律上に規
定し、本指針の内容も含めて

オンライン診療を行う「基
準」を創設し、その遵守を医
療機関に義務づけるといった
内容を盛り込んでおります。
医療法上、法令違反が疑われ
る場合には、都道府県知事等
は立入検査等を行うことがで



処方の原則禁止 
検査・評価を伴わない
継続処方の禁止 
会員割引・定期便・セ
ット販売等の販促スキ
ームの禁止 
GLP-1等高リスク薬剤に
ついての安全管理義務
の明文化（検査・指標
管理等） 
プラットフォーム事業

者の届出義務化・関与
範囲の上限設定・広告
への連帯責任付け 
対面移行の実効性確保

（事前の地域連携医療
機関との合意・紹介票
テンプレの全国統一） 
費用の掲示義務・事前
同意・診療報酬外費用
の別建て領収の義務化 
県境を越える監督の標
準フロー整備（情報共
有・調査依頼・立入連

携の定型化） 
やむを得ない例外時の
記録・改善手順の明文
化 
 
オンライン診療は重要
な選択肢である一方、
制度の隙を突いた“処
方ビジネス化”が既に
進行している現実があ
る。したがって、制度
設計にあたっては利便

性の最大化ではなく、
医療安全と不当商業化
防止を制度の最上位目
的とすることを強く要
望する。 

 

き、必要に応じて、改善措置
命令等を行うことができるこ
ととされております。その上
で、虚偽の報告をした場合等
については、罰則の適用対象
となりますので、これらを踏
まえて適切なオンライン診療
の履行確保に努めてまいりま
す。 
・プラットフォーム事業者の
届出義務化・関与範囲の上限

設定・広告への連帯責任付け
に関しては、本指針「Ⅳⅱ」
において、「オンライン診療に
より医師が行う診療行為の責

任については、原則として当
該 医師が責任を負う。」とお
示しし、オンライン診療は医
師の責任において行っていた
だくことを前提としているな
ど、本指針は医師や医療機関
を対象として行動規範を定め
たものであるため、本指針に
よりプラットフォーム事業者

に義務を課すことは難しいと
考えております。 
・対面移行の実効性確保（事
前の地域連携医療機関との合
意・紹介票テンプレの全国統
一）に関しては、今回の指針
改訂において、かかりつけの
医師以外が初診からのオンラ
イン診療を行う場合に、適切
に対面診療につなげられるよ
うにするための具体例とし
て、対面診療への移行に関し

て連携体制を整備することや
診療情報の提供を行うことを
最低限遵守する事項の中にお
示ししております。 
・費用の掲示義務・事前同

意・診療報酬外費用の別建て
領収の義務化に関しては、本



指針「Ⅴ１.（２）②ⅵ」にお
いて、「診療前相談の費用等に
ついて医療機関のホームペー
ジ等で示すほか、あらかじめ
患者に十分周知することが必
要である。」とお示ししており
ます。今回の指針改訂におい
ては、「指針遵守の確認をする
ためのチェックリスト」等を
用いて具体的に指針を遵守し
ている旨を公表することが望

ましい点をお示しすることと
しております。 
・県境を越える監督の標準フ
ロー整備（情報共有・調査依

頼・立入連携の定型化）に関
しては、第 124回社会保障審
議会医療部会 資料１「オンラ
イン診療について （６）法令
違反等への対応について」で
対応のイメージをお示しして
おります。 
・やむを得ない例外時の記
録・改善手順の明文化に関し

ては、その意味するところが
明らかではありませんが、「や
むを得ない例外時」が、オン
ライン診療の診察を患者の同
意等が確認できず緊急で行っ
た場合における記録を想定し
ているとすれば、個々の症例
で対応が様々であることが考
えられ、一律に規定すること
は困難であると思われます
が、本指針「Ⅴ３.（３）」に
おいて、「医師は、カルテ等に

おける記録において、日時や
診療内容などについて可能な
限り具体的な記載をするよう
心掛けるとともに、オンライ
ン診療である旨が容易に判別

できるよう努めることが望ま
れる。」とお示ししているとこ



ろです。 

 


